
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

（
号
外
四
）

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

号 外 4

平成 16 年

3 月30日（火曜日）

一

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

規
　
　
則

香
川
県
消
防
学
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
危
機
管
理
課
）

一

香
川
県
母
子
福
祉
資
金
及
び
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
子
育
て
支
援
課
）

七

香
川
県
都
市
公
園
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
観
光
振
興
課
、
に
き
わ
い
創
出
課
、
都
市
計
画
課
、
教
育
委
員
会
）

二
八

香
川
県
消
防
学
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

香
川
県
規
則
第
三
十
四
号

香
川
県
消
防
学
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
消
防
学
校
規
則
（
昭
和
四
十
年
香
川
県
規
則
第
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
が
行
う
業
務
は
、
次
に
掲
げ
る
」
を
「
の
業
務
は
、
次
の
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「

（
以
下
「
消
防
職
員
等
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
「
教
育
訓
練
計
画
の
作
成
及
び
」
を
「
教
育
訓
練
の

実
施
計
画
の
作
成
及
び
そ
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
消
防
教
育
訓
練
」
を
「
教
育
訓
練
」
に
改
め

る
。第

七
条
及
び
第
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
教
育
訓
練
）

第
七
条
　
学
校
に
お
い
て
行
う
教
育
訓
練
の
種
類
、
対
象
者
及
び
内
容
は
、
消
防
学
校
の
教
育
訓
練
の
基

準
（
平
成
十
五
年
消
防
庁
告
示
第
三
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２
　
教
育
訓
練
の
種
類
ご
と
の
教
科
目
及
び
時
間
数
は
、
消
防
学
校
の
教
育
訓
練
の
基
準
に
定
め
る
標
準

的
な
教
科
目
及
び
時
間
数
を
勘
案
し
て
校
長
が
定
め
る
。

（
教
育
訓
練
の
実
施
計
画
の
作
成
等
）

第
八
条
　
校
長
は
、
毎
年
三
月
末
日
ま
で
に
、
翌
年
度
に
お
い
て
実
施
す
る
教
育
訓
練
に
つ
き
、
次
に
掲

げ
る
事
項
に
関
す
る
計
画
を
作
成
し
、
知
事
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
す
る
と

き
も
、
同
様
と
す
る
。

一
　
教
育
訓
練
の
種
類

二
　
時
期

三
　
期
間

四
　
定
員

２
　
校
長
は
、
前
項
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
承
認
に
係
る
実
施
計
画
を
市
町
長
及

び
消
防
長
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
条
第
一
項
中
「
消
防
長
等
」
を
「
任
命
権
者
」
に
、
「
消
防
職
員
等
」
を
「
消
防
職
員
又
は
消
防

団
員
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
を
受
理
し
た
」
を
「
の
提
出
が
あ
つ
た
」
に
、
「
う
え
」
を
「
上
」

に
、
「
そ
の
者
」
を
「
そ
の
旨
」
に
、
「
消
防
長
等
」
を
「
任
命
権
者
」
に
改
め
る
。

第
十
条
中
「
生
徒
」
を
「
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
入
校
を
決
定
さ
れ
た
者
（
以
下
「
学
生
」
と
い

う
。
）
」
に
、
「
の
期
間
中
」
を
「
（
校
長
が
別
に
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
の
期
間
中
は
、
」
に
改
め

る
。第

十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
懲
戒
）

第
十
一
条
　
校
長
は
、
教
育
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
学
生
に
対
し
、
懲
戒
処
分
と
し
て
退
校
、

謹
慎
又
は
訓
戒
の
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
退
校
の
処
分
は
、
学
生
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
性
行
不
良
で
改
善
の
見
込
み
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

二
　
学
業
成
績
が
著
し
く
不
良
で
、
成
業
の
見
込
み
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

三
　
正
当
な
理
由
が
な
く
、
出
席
状
況
が
良
好
で
な
い
と
き
。

四
　
学
校
の
秩
序
を
乱
し
、
そ
の
他
学
生
と
し
て
の
本
分
に
反
し
た
と
き
。

規

則
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二

３
　
校
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
処
分
を
行
つ
た
と
き
は
、
理
由
を
付
し
て
そ
の
旨
を
処
分
を
受
け

た
学
生
及
び
そ
の
者
の
任
命
権
者
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
条
の
見
出
し
を
「
（
卒
業
証
書
の
授
与
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

校
長
は
、
教
育
訓
練
の
課
程
の
う
ち
、
初
任
教
育
の
課
程
を
修
了
し
た
者
に
対
し
て
は
卒
業
証
書
（

第
二
号
様
式
）
を
、
そ
の
他
の
課
程
を
修
了
し
た
者
に
対
し
て
は
修
了
証
書
（
第
三
号
様
式
）
を
授
与

す
る
。

第
十
二
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
項
の
教
育
訓
練
」
に
、
「
第
三
号
様
式
」
を
「
第
四
号
様
式
」

に
改
め
る
。

第
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
教
育
訓
練
の
実
施
状
況
の
報
告
等
）

第
十
三
条
　
校
長
は
、
各
教
育
訓
練
を
終
了
し
た
と
き
は
、
そ
の
都
度
、
そ
の
実
施
状
況
を
知
事
に
報
告

す
る
と
と
も
に
、
当
該
教
育
訓
練
を
受
け
た
学
生
の
実
施
結
果
を
そ
の
任
命
権
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

別
表
を
削
る
。

第
一
号
様
式
か
ら
第
四
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
第
五
号
様
式
を
削
る
。
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七

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

香
川
県
母
子
福
祉
資
金
及
び
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

香
川
県
規
則
第
三
十
五
号

香
川
県
母
子
福
祉
資
金
及
び
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
母
子
福
祉
資
金
及
び
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
事
務
取
扱
規
則
（
昭
和
四
十
年
香
川
県
規
則
第
五
十

七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
号
中
「
香
川
県
中
讃
福
祉
事
務
所
長
」
を
「
香
川
県
中
讃
保
健
福
祉
事
務
所
長
」
に
改
め

る
。第

四
条
第
九
号
中
「
住
宅
建
設
（
購
入
、
補
修
、
保
全
、
改
築
、
増
築
）
計
画
書
」
を
「
住
宅
建
設
（

購
入
・
補
修
・
保
全
・
改
築
・
増
築
）
計
画
書
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
申
請
者
に
対
し
」
を
「
規
定
に
よ
る
申
請
に
対
し
、
」
に
、
「
は
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸

付
決
定
通
知
書
（
第
五
号
様
式
）
に
よ
り
、
」
を
「
、
又
は
」
に
、
「
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
不
承
認

通
知
書
（
第
六
号
様
式
）
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
」
を
「
、
そ
の
旨
を
」
に
改
め
る
。

第
七
条
中
「
第
七
号
様
式
又
は
第
八
号
様
式
）
を
」
を
「
第
五
号
様
式
）
又
は
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
（

団
体
）
借
用
書
（
第
六
号
様
式
）
に
こ
れ
に
押
印
し
た
印
（
未
成
年
者
の
も
の
を
除
く
。
）
の
印
鑑
登
録

証
明
書
を
添
え
て
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
第
八
号
様
式
の
二
」
を
「
第
七
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
申
請
者
に

対
し
」
を
「
規
定
に
よ
る
申
請
に
対
し
、
」
に
、
「
は
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
据
置
期
間
延
長
決
定
通
知
書

（
第
八
号
様
式
の
三
）
に
よ
り
、
」
を
「
、
又
は
」
に
、
「
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
据
置
期
間
延
長
不
承
認

通
知
書
（
第
八
号
様
式
の
四
）
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
」
を
「
、
そ
の
旨
を
」
に
改
め
る
。

第
十
条
中
「
第
九
号
様
式
」
を
「
第
八
号
様
式
」
に
、
「
第
十
号
様
式
」
を
「
第
九
号
様
式
」
に
改
め

る
。第

十
一
条
第
二
項
中
「
第
十
一
号
様
式
」
を
「
第
十
号
様
式
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
中
「
前
条
の
申
請
者
に
対
し
」
を
「
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
対
し
、
」
に
、
「

は
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
増
額
貸
付
決
定
通
知
書
（
第
十
二
号
様
式
）
に
よ
り
、
」
を
「
、
又
は
」
に
、
「

母
子
寡
婦
福
祉
資
金
増
額
貸
付
不
承
認
通
知
書
（
第
十
三
号
様
式
）
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
」
を
「
、
そ
の
旨

を
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
第
十
四
号
様
式
」
を
「
第
十
一
号
様
式
」
に
、
「
第
十
五
号
様
式
」
を
「
第
十

二
号
様
式
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
第
十
六
号
様
式
」
を
「
第
十
三
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
母
子
寡

婦
福
祉
資
金
貸
付
停
止
決
定
通
知
書
（
第
十
七
号
様
式
）
に
よ
り
前
二
項
の
」
を
「
そ
の
旨
を
第
一
項
又

は
前
項
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
停
止
決
定
通
知
書
（
第
十

七
号
様
式
の
二
）
に
よ
り
」
を
「
そ
の
旨
を
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
五
条
　
削
除

第
十
六
条
第
一
項
中
「
第
十
九
号
様
式
」
を
「
第
十
四
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
申
請
に

対
し
」
を
「
規
定
に
よ
る
申
請
に
対
し
、
」
に
、
「
は
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
償
還
猶
予
承
認
通
知
書
（
第

二
十
号
様
式
）
に
よ
り
、
」
を
「
、
又
は
」
に
、
「
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
償
還
猶
予
不
承
認
通
知
書
（
第

二
十
一
号
様
式
）
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
母
子
福
祉
資
金
貸
付
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
」
を
「
、
そ
の
旨
を

当
該
申
請
者
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中
「
第
二
十
二
号
様
式
」
を
「
第
十
五
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
申
請

に
対
し
」
を
「
規
定
に
よ
る
申
請
に
対
し
、
」
に
、
「
は
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
償
還
免
除
決
定
通
知
書
（

第
二
十
三
号
様
式
）
に
よ
り
、
」
を
「
、
又
は
」
に
、
「
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
償
還
免
除
不
承
認
通
知
書

（
第
二
十
四
号
様
式
）
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
母
子
福
祉
資
金
貸
付
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
」
を
「
、
そ
の

旨
を
当
該
申
請
者
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
中
「
第
二
十
五
号
様
式
」
を
「
第
十
六
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
九
号
中
「
住
宅
建
設
（

購
入
、
補
修
、
保
全
、
改
築
、
増
築
）
計
画
書
」
を
「
住
宅
建
設
（
購
入
・
補
修
・
保
全
・
改
築
・
増
築
）

計
画
書
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
中
「
第
二
十
六
号
様
式
」
を
「
第
十
七
号
様
式
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
中
「
申
請
者
に
対
し
」
を
「
規
定
に
よ
る
申
請
に
対
し
、
」
に
、
「
は
母
子
寡
婦
福
祉
資
金

貸
付
決
定
通
知
書
に
よ
り
、
」
を
「
、
又
は
」
に
、
「
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
不
承
認
通
知
書
に
よ
り



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

（
号
外
四
）

八

そ
れ
ぞ
れ
」
を
「
、
そ
の
旨
を
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
中
「
を
知
事
」
を
「
又
は
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
（
団
体
）
借
用
書
に
こ
れ
に
押
印
し
た
印

の
印
鑑
登
録
証
明
書
を
添
え
て
知
事
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
申
請
者
に
対
し
」
を
「
規
定
に
よ
る
申
請
に
対
し
、
」
に
、
「
は
母
子
寡
婦

福
祉
資
金
据
置
期
間
延
長
決
定
通
知
書
に
よ
り
、
」
を
「
、
又
は
」
に
、
「
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
据
置
期

間
延
長
不
承
認
通
知
書
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
」
を
「
、
そ
の
旨
を
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
中
「
前
条
の
申
請
者
に
対
し
」
を
「
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
対
し
、
」
に
、

「
は
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
増
額
貸
付
決
定
通
知
書
に
よ
り
、
」
を
「
、
又
は
」
に
、
「
母
子
寡
婦
福
祉
資

金
増
額
貸
付
不
承
認
通
知
書
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
」
を
「
、
そ
の
旨
を
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

（
号
外
四
）

九

第１号様式（第４条関係）�



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

（
号
外
四
）

一
〇

印�

印�

印�



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

（
号
外
四
）

一
一

第
四
号
様
式
か
ら
第
八
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第４号様式（第５条関係）�



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

（
号
外
四
）

一
二

印�



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

（
号
外
四
）

一
三

第５号様式（第７条、第２１条関係）�

母子寡婦福祉資金借用書�

（日本工業規格Ａ列４番）�

印�

印�

印�



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

（
号
外
四
）

一
四

第６号様式（第７条、第２１条関係）�

母子寡婦福祉資金（団体）借用書�

（日本工業規格Ａ列４番）�

印�

印�

印�

印�



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

（
号
外
四
）

一
五

第７号様式（第８条、第２２条関係）�

母子寡婦福祉資金据置期間延長申請書�

（日本工業規格Ａ列４番）�

印�

印�

印�



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

（
号
外
四
）

一
六

第８号様式（第１０条関係）�

休　　　学　　　届�

（日本工業規格Ａ列４番）�

印�

印�

印�



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

（
号
外
四
）

一
七

第
八
号
様
式
の
二
か
ら
第
八
号
様
式
の
四
ま
で
を
削
り
、
第
九
号
様
式
か
ら
第
十
七
号
様
式
ま
で
を
次

の
よ
う
に
改
め
、
第
十
七
号
様
式
の
二
か
ら
第
二
十
六
号
様
式
ま
で
を
削
る
。

第９号様式（第１０条関係）�

復　　　学　　　届�

（日本工業規格Ａ列４番）

印�

印�

印�



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

（
号
外
四
）

一
八

第１０号様式（第１１条、第２４条関係）� （日本工業規格Ａ列４番）�

印�

印�

印�

母子寡婦福祉資金増額申請書�



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

（
号
外
四
）

一
九

印�

印�

第11号様式（第１３条、第２６条関係）� （日本工業規格Ａ列４番）�

母子寡婦福祉資金貸付辞退申出書�



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

（
号
外
四
）

二
〇

第１２号様式（第１３条、第２６条関係）� （日本工業規格Ａ列４番）�

印�

印�

母子寡婦福祉資金減額申出書�



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

（
号
外
四
）

二
一

第１３号様式（第１４条、第２6条関係）� （日本工業規格Ａ列４番）�

印�

印�

母子寡婦福祉資金借主資格喪失届�



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

（
号
外
四
）

二
二

第１４号様式（第１6条、第２6条関係）� （日本工業規格Ａ列４番）�

印�

母子寡婦福祉資金償還猶予申請書�



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

（
号
外
四
）

二
三

第１５号様式（第１７条、第２６条関係）� （日本工業規格Ａ列４番）�

印�

母子寡婦福祉資金償還免除申請書�



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

（
号
外
四
）

二
四

第１６号様式（第１８条関係）�



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

（
号
外
四
）

二
五

印�

印�

印�



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

（
号
外
四
）

二
六

第１７号様式（第１９条関係）�



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

（
号
外
四
）

二
七

印�



平
成
十
六
年
三
月
三
十
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所
　
　
香
　
　
川
　
　
県
　
　
庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

古紙配合率70％
白色度70％再生紙を使用しています

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

（
号
外
四
）

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http://www. pref. kagawa. jp/

二
八

附
　
則

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
香
川
県
母
子
福
祉
資
金
及
び
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
事
務
取
扱

規
則
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
改
正
後
の
香
川
県
母
子
福
祉
資
金
及
び
寡
婦
福
祉
資

金
貸
付
事
務
取
扱
規
則
の
相
当
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
書
類
と
み
な
す
。

３
　
改
正
前
の
第
一
号
様
式
、
第
四
号
様
式
、
第
七
号
様
式
、
第
八
号
様
式
、
第
二
十
五
号
様
式
及
び
第

二
十
六
号
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

香
川
県
都
市
公
園
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

香
川
県
規
則
第
三
十
六
号

香
川
県
都
市
公
園
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
都
市
公
園
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
香
川
県
規
則
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

十
五
条
第
三
項
中
「
か
ら
委
託
を
受
け
た
者
が
主
催
す
る
テ
ニ
ス
教
室
」
を
「
が
行
う
ス
ポ
ー
ツ
教

室
」
に
、
「
一
人
一
コ
ー
ス
二
千
三
十
円
と
す
る
」
を
「
香
川
県
教
育
委
員
会
が
定
め
る
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
中
「
午
後
五
時
（
」
の
下
に
、
「
四
月
一
日
か
ら
四
月
三
十
日
ま
で
及
び
九

月
一
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で
の
日
に
あ
つ
て
は
午
後
六
時
、
」
を
加
え
、
「
、
午
後
七
時
」
を
「
午
後

七
時
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
二
項
中
「
か
ら
委
託
を
受
け
た
者
が
主
催
す
る
」
を
「
が
行
う
」
に
、
「
一
人
一
コ
ー
ス

二
千
三
十
円
と
す
る
」
を
「
香
川
県
教
育
委
員
会
が
定
め
る
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
書
類
の
提
出
先
）

第
二
十
五
条
　
こ
の
規
則
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
知
事
に
提
出
す
る
申
請
又
は
届
出
の
書
類
の
う
ち
、

栗
林
公
園
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
香
川
県
栗
林
公
園
観
光
事
務
所
長
を
、
琴
弾
公
園
、
琴
林
公
園
、

琴
平
公
園
、
桃
陵
公
園
、
亀
鶴
公
園
、
香
東
川
公
園
、
土
器
川
公
園
及
び
さ
ぬ
き
空
港
公
園
に
係
る
も

の
に
つ
い
て
は
当
該
都
市
公
園
の
所
在
地
を
所
管
す
る
土
木
事
務
所
長
を
経
由
し
て
知
事
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
管
理
の
委
任
）

第
二
十
六
条
　
総
合
運
動
公
園
及
び
丸
亀
競
技
場
の
管
理
に
関
す
る
権
限
は
、
香
川
県
教
育
委
員
会
に
委

任
す
る
。

別
表
第
五
第
一
号
の
表
中
「
午
後
五
時
」
を
「
午
前
九
時
前
又
は
午
後
五
時
」
に
改
め
る
。

附
　
則

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
香
川
県
総
合
運
動
公
園
及
び
香
川
県
立
丸
亀
競
技
場
に
つ
い
て
、
都
市

公
園
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
）
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
若
し
く
は
香
川
県
都
市

公
園
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
香
川
県
条
例
第
二
十
号
）
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
し
た
処
分
そ
の
他
の
行

為
又
は
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
当
該
法
令
若
し
く
は
条
例
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
さ
れ
て
い
る
申

請
そ
の
他
の
行
為
は
、
同
日
以
後
に
お
け
る
当
該
法
令
又
は
条
例
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
香
川
県
教
育

委
員
会
が
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
香
川
県
教
育
委
員
会
に
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
と
み
な

す
。


